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史
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収
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す
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指
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す
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定
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用
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係
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の
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定�

（
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課
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七

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
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用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
随
意
契
約
の
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手
方
の
決

定�
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七
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会

〇
教
育
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管
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団
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収
支
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令
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四
年
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一
〇

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
令
和
五
年
分
）�

　

一
〇

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
令
和
六
年
分
）�

　

一
〇

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
令
和
七
年
分
）�

　

一
一

〇
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届�

　

一
二

〇
資
金
管
理
団
体
の
指
定
取
消
等
の
届
出�

　

一
二

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
訂
正
（
令
和
五
年
分
）�

　

一
二

〇
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
告
示
の
一
部
改
正�

　

一
二

監
査
委
員

〇
宮
城
県
監
査
委
員
規
則
第
一
号
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

　

一
二

公
安
委
員
会

〇
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
施
行
規
則�

　

一
三

〇
令
和
六
年
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
四
十
二
号
（
少
年
指
導
委
員
の
委
嘱
）
の
一

部
を
改
正
す
る
告
示�

　

一
三

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
六
号

　

情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
特
定
出
資
団
体
等
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

　

な
お
、
令
和
六
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号
（
情
報
公
開
条
例
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
出
資

団
体
等
の
指
定
）
は
、
廃
止
す
る
。
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令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

条
例
第
三
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
出
資
団
体
等

公
益
財
団
法
人
宮
城
県
ス
ポ
ー
ツ
協
会

仙
台
臨
海
鉄
道
株
式
会
社

阿
武
隈
急
行
株
式
会
社

公
益
財
団
法
人
宮
城
県
伊
豆
沼
・
内
沼
環
境
保
全
財
団

公
益
財
団
法
人
宮
城
県
環
境
事
業
公
社

公
益
財
団
法
人
宮
城
県
文
化
振
興
財
団

公
益
財
団
法
人
慶
長
遣
欧
使
節
船
協
会

公
益
財
団
法
人
宮
城
県
暴
力
団
追
放
推
進
セ
ン
タ
ー

社
会
福
祉
法
人
宮
城
県
社
会
福
祉
協
議
会

一
般
社
団
法
人
東
北
地
域
医
療
支
援
機
構

公
益
財
団
法
人
宮
城
県
腎
臓
協
会

宮
城
県
信
用
保
証
協
会

公
益
財
団
法
人
み
や
ぎ
産
業
振
興
機
構

公
益
財
団
法
人
宮
城
県
国
際
化
協
会

一
般
財
団
法
人
み
や
ぎ
産
業
交
流
セ
ン
タ
ー

株
式
会
社
仙
台
港
貿
易
促
進
セ
ン
タ
ー

公
益
社
団
法
人
み
や
ぎ
農
業
振
興
公
社

公
益
社
団
法
人
宮
城
県
青
果
物
価
格
安
定
相
互
補
償
協
会

一
般
社
団
法
人
宮
城
県
畜
産
協
会

公
益
財
団
法
人
み
や
ぎ
林
業
活
性
化
基
金

一
般
社
団
法
人
宮
城
県
林
業
公
社

公
益
財
団
法
人
宮
城
県
フ
ェ
リ
ー
埠
頭
公
社

宮
城
県
開
発
株
式
会
社

塩
釜
港
開
発
株
式
会
社

仙
台
空
港
鉄
道
株
式
会
社

二　

条
例
第
三
十
八
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
出
資
団
体
等

公
益
社
団
法
人
宮
城
県
精
神
保
健
福
祉
協
会

公
益
社
団
法
人
宮
城
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会

公
益
社
団
法
人
宮
城
県
観
光
連
盟

公
益
社
団
法
人
宮
城
県
国
際
経
済
振
興
協
会

一
般
社
団
法
人
宮
城
県
農
業
会
議

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
七
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者

の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適

合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区　

域

区　
　

分

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

漁
業
の
種
類

特
定
第
二
号

漁
業
者
数

石
巻
市
区

域
（
宮
城

県
漁
業
協

同
組
合
の

表
浜
支
所

の
地
区
）

小
型
定
置
漁
業

令
和
七
年
三
月

三
日

石
巻
市
給
分
浜
桜
畑
十
二

－

一
安
藤　

司

石
巻
市
給
分
浜
大
房
二－

十
一
須
田　

稔
樹

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

に
規
定
す
る
漁

業

四
人

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
八
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者

の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適

合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区　

域

区　
　

分

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

漁
業
の
種
類

特
定
第
二
号

漁
業
者
数

東
松
島
市

区
域
（
宮

城
県
漁
業

協
同
組
合

の
鳴
瀬
支

所
の
地
区
）

小
型
合
併
漁
業

（
主
と
し
て
刺

し
網
を
営
む
漁

業
）
及
び
小
型

定
置
漁
業
を
併

せ
営
む
漁
業

令
和
七
年
三
月

三
日

東
松
島
市
浜
市
字
新
田
七

十
五

大
友
水
産　

株
式
会
社

東
松
島
市
牛
網
字
下
江
戸

原
百
四
十
三－

一

鹿
野　

裕
誉

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

に
規
定
す
る
漁

二
人

業

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
九
号
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漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者

の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適

合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区　

域

区　
　

分

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

漁
業
の
種
類

特
定
第
二
号

漁
業
者
数

東
松
島
市

区
域
（
宮

城
県
漁
業

協
同
組
合

の
矢
本
支

所
の
地
区
）

小
型
定
置
漁
業

令
和
七
年
三
月

十
日

東
松
島
市
あ
お
い
一－

十

四－

三

相
澤　

高
志

東
松
島
市
矢
本
字
不
動
前

二
百
九
十
七－

三

三
浦　

正
洋

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

に
規
定
す
る
漁

業

三
人

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大
河
原

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

白
石
丸
森
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

白
石
市
大
鷹
沢
大
町
字
新
屋
敷
二
番
一
地
先
か
ら

同
市
大
鷹
沢
大
町
字
大
舘
八
一
番
一
地
先
ま
で

前

　

五
・
八
～

�

四
三
・
一

�

七
八
六
・
〇

後

一
一
・
三
～

�

五
八
・
一

�

七
八
六
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土

木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

築
館
登
米
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
新
大
瀬
四
六
番
一
地
先
か
ら

同
市
中
田
町
浅
水
字
新
沼
尻
八
二
番
三
地
先
ま
で

前

　

九
・
二
～

�

一
五
七
・
五

�

八
、
〇
一
八
・
一

後

　

八
・
五
～

�

一
五
〇
・
〇

�

八
、
〇
一
八
・
一

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

仙
台
三
本
木
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

黒
川
郡
大
和
町
落
合
舞
野
字
石
田
東
無
番
地
先
か

ら同
郡
同
町
落
合
松
坂
字
滝
ノ
沢
五
一
番
二
地
先
ま

で

前

一
一
・
九
～

�

五
六
・
八

�

一
、
〇
六
六
・
一

後

二
二
・
三
～

�

六
三
・
一

�

一
、
〇
六
六
・
一

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。
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そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大
河
原

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

蔵
王
大
河
原
線

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

前
Ａ
　

五
・
九
～

�

二
一
・
二

一
、
二
五
六
・
七
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

柴
田
郡
大
河
原
町
新
寺
字
本
屋
敷
五
二
番
三

地
先
か
ら

　

Ｂ

一
二
・
〇
～

�

三
八
・
〇

一
、
二
五
一
・
八

同
郡
同
町
金
ケ
瀬
字
新
開
東
一
六
八
番
一
地

先
ま
で

後
Ａ

　
　
　

　
　
　

　

Ｂ

一
二
・
〇
～

�
二
〇
・
〇

一
、
二
五
一
・
八

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

岩
出
山
上
蝦
沢
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

大
崎
市
古
川
雨
生
沢
字
甲
大
谷
川
五
八
番
二
地
先

か
ら
同
市
古
川
雨
生
沢
字
甲
大
谷
川
五
八
番
二
地
先
ま

で

前

　

六
・
一
～

�

六
・
二

�

七
・
〇

後

一
〇
・
四
～

�

一
〇
・
七

�

七
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土

木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

志
津
川
登
米
線

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

登
米
市
登
米
町
大
字
日
根
牛
字
北
沢
山
無
番

地
先
か
ら

同
市
登
米
町
大
字
日
根
牛
字
中
山
二
九
六
番

一
地
先
ま
で

前
Ａ
　

六
・
〇
～

�

一
八
・
〇

�

一
〇
九
・
〇
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

　

Ｂ
　

六
・
七
～

�

一
二
・
〇

�

一
一
七
・
〇

後
Ａ
　

六
・
〇
～

�

一
三
・
〇

�

一
〇
九
・
〇

　

Ｂ

　
　
　

　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

岩
出
山
宮
崎
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）
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大
崎
市
岩
出
山
字
下
金
沢
二
〇
二
番
二
地
先
か
ら

同
市
岩
出
山
字
下
金
沢
二
〇
二
番
二
地
先
ま
で

前

　

六
・
六
～

�

六
・
九

�

一
四
・
〇

後

　

九
・
八
～

�

一
三
・
〇

�

一
四
・
〇

加
美
郡
加
美
町
下
多
田
川
字
道
八
番
六
地
先
か
ら

同
郡
同
町
下
多
田
川
字
道
八
番
六
地
先
ま
で

前

一
三
・
〇
～

�

一
五
・
七

�

一
四
・
一

後

一
三
・
〇
～

�

一
九
・
六

�

一
四
・
一

加
美
郡
加
美
町
下
多
田
川
字
山
崎
二
七
番
三
三
地

先
か
ら

同
郡
同
町
下
多
田
川
字
山
崎
二
七
番
三
三
地
先
ま

で

前

　

八
・
七
～

�

九
・
七

�

一
五
・
〇

後

二
四
・
二
～

�

二
五
・
六

�

一
五
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大
河
原

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

白
石
丸
森
線

白
石
市
大
鷹
沢
大
町
字
新
屋
敷
二
番
一
地
先
か
ら

同
市
大
鷹
沢
大
町
字
大
舘
八
一
番
一
地
先
ま
で

令
和
七
年

�
三
月
二
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

岩
出
山
上
蝦

沢
線

大
崎
市
古
川
雨
生
沢
字
甲
大
谷
川
五
八
番
二
地
先
か
ら

同
市
古
川
雨
生
沢
字
甲
大
谷
川
五
八
番
二
地
先
ま
で

令
和
七
年

�

三
月
二
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

岩
出
山
宮
崎

線

大
崎
市
岩
出
山
字
下
金
沢
二
〇
二
番
二
地
先
か
ら

同
市
岩
出
山
字
下
金
沢
二
〇
二
番
二
地
先
ま
で

令
和
七
年

�

三
月
二
十
一
日

加
美
郡
加
美
町
下
多
田
川
字
道
八
番
六
地
先
か
ら

同
郡
同
町
下
多
田
川
字
道
八
番
六
地
先
ま
で

加
美
郡
加
美
町
下
多
田
川
字
山
崎
二
七
番
三
三
地
先
か
ら

同
郡
同
町
下
多
田
川
字
山
崎
二
七
番
三
三
地
先
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
百
七
十
号

　

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
の
認
定
の
申
請
及
び
同
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
認
定
低
炭
素
建
築

物
新
築
等
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
に
係
る
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項

の
表
二
百
九
十
五
の
項
１
イ
⑴
の
知
事
が
指
定
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
技
術
的
審
査
等
の
区
分
に
従
い
、
当

該
各
号
に
定
め
る
者
と
し
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

な
お
、
平
成
二
十
五
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号
（
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
の
表
二
百
九
十
五
の
項
１
の

知
事
が
指
定
す
る
者
に
つ
い
て
）
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

非
住
宅
部
分
の
認
定
に
係
る
技
術
的
審
査
等　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関

二�　

住
宅
部
分
の
認
定
に
係
る
技
術
的
審
査
等　

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第

八
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関　
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〇
宮
城
県
告
示
第
百
七
十
一
号

　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
認
定
の
申
請
及
び
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
変
更
認
定
の
申
請
に
係
る
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城

県
条
例
第
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
の
表
三
百
四
の
項
１
イ
⑴
の
知
事
が
指
定
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
技
術

的
審
査
等
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
し
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

な
お
、
平
成
二
十
八
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
十
一
号
（
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
の
表
二
百
九
十
九
の
項
１
イ

の
知
事
が
指
定
す
る
者
に
つ
い
て
）
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
限
り
廃
止
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

非
住
宅
部
分
の
認
定
に
係
る
技
術
的
審
査
等　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
十

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関

二�　

住
宅
部
分
の
認
定
に
係
る
技
術
的
審
査
等　

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第

八
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関

〇
宮
城
県
告
示
第
百
七
十
二
号

　

平
成
八
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
十
二
号
（
工
事
請
負
契
約
書
及
び
変
更
契
約
書
の
様
式
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
し
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

様
式
第
一
号
中
「保

有
す
る
。

」
の
下
に
「た

だ
し
、
本
書
の
作
成
に
代
え
て
契
約
内
容
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録

を
作
成
す
る
場
合
は
、
発
注
者
及
び
受
注
者
が
電
子
署
名
を
行
っ
た
上
、
各
自
そ
の
電
磁
的
記
録
を
保
管
す
る
。

」
を

加
え
、
同
様
式
の
第
四
十
条
中
「令

和
７
年
３
月
31日

」
を
「令

和
８
年
３
月
31日

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
二
号
中
「保

有
す
る
。

」
の
下
に
「た

だ
し
、
本
書
の
作
成
に
代
え
て
契
約
内
容
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録

を
作
成
す
る
場
合
は
、
発
注
者
及
び
受
注
者
が
電
子
署
名
を
行
っ
た
上
、
各
自
そ
の
電
磁
的
記
録
を
保
管
す
る
。

」
を

加
え
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
百
七
十
三
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
金
事
務
を

次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

仙
台
市
青
葉
区
五
橋
一
丁
目
二
番
二
十
八
号

　
　

株
式
会
社
河
北
新
報
社

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
徴
収
の
内
容

　
　

東
北
歴
史
博
物
館
の
観
覧
料

三　

指
定
年
月
日

　
　

令
和
六
年
十
二
月
二
十
日

四　

委
託
年
月
日

　
　

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日

五　

委
託
期
間

　
　

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
七
年
六
月
二
十
二
日
ま
で

公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
庁
舎
で
使
用
す
る
電
気　

年
間
八
百
六
十
七
万
キ

ロ
ワ
ッ
ト
時

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

総
務
部
管
財
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目

八
番
一
号

三　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

令
和
七
年
二
月
二
十
六
日

四�　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

東
北
電
力
株
式
会
社　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
一
丁
目

七
番
一
号

五　

契
約
金
額　

五
億
四
千
五
百
三
十
万
三
千
百
二
十
八
円
（
税
抜
）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七�　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
該
当

�

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療
の
う
ち
精
神
通
院
医
療
を
行
う
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指

定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日
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宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

薬
局

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

指

定

年

月

日

イ
オ
ン
ス
ー
パ
ー
セ
ン
タ
ー

石
巻
東
店
薬
局

石
巻
市
流
留
字
七
勺
一
番
一
号

令
和
七
年
三
月
一
日

二　

訪
問
看
護
事
業
者
等

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

指

定

年

月

日

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
共

生

大
崎
市
三
本
木
し
ら
と
り
九
番
二

令
和
七
年
三
月
一
日

�

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
精
神
通
院
医
療
を
行
う
医
療
機
関
と
し
て
指
定
し
た
指
定
自
立
支
援
医
療
機

関
の
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

訪
問
看
護
事
業
者
等

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

辞

退

年

月

日

一
般
社
団
法
人
白
石
市
医
師

会
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

白
石
市
大
手
町
一
番
一
号　

健
康
セ
ン
タ
ー
内

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日

�

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

東
松
島
市
赤
井
字
川
前
三
番
百
五
十
九
番
三
、
百
五
十

九
番
十
四
、
百
六
十
番
十
一
、
百
六
十
二
番
二
、
百
六
十

二
番
九
、
百
六
十
九
番
三
十
六

　

福
島
県
相
馬
市
中
村
字
宇
多
川
町
十
七
番
地

�

フ
レ
ス
コ
株
式
会
社　
　
　
　
　

�

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

東
北
歴
史
博
物
館
電
力
需
給　

年
間
約
二
百
三
十
一
万
一
千
キ

ロ
ワ
ッ
ト
時

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

教
育
庁
文
化
財
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁

目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
七
年
三
月
十
三
日

四�　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

バ
ン
プ
ー
パ
ワ
ー
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
合
同
会
社　

東
京
都
千

代
田
区
霞
が
関
三
丁
目
二
番
五
号
霞
が
関
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
三
十
三
階

五　

落
札
金
額　

五
千
九
百
九
十
八
万
六
千
九
百
二
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
七
年
一
月
三
十
一
日

�

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

液
体
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
質
量
分
析
装
置
賃
貸
借　

一
式

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
警
察
本
部
総
務
部
会
計
課　

仙
台
市
青

葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
七
年
三
月
四
日

四�　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

東
京
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
株
式
会
社
東
北
支
店　

仙
台
市
青
葉
区

一
番
町
三
丁
目
一
番
一
号

五　

落
札
金
額　

六
千
八
百
二
十
二
万
四
千
二
百
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
七
年
一
月
二
十
一
日

�

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日
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宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

共
通
管
理
シ
ス
テ
ム
等
運
用
保
守
業
務
及
び
シ
ス
テ
ム
移
行
影

響
調
査
業
務　

一
式

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
警
察
本
部
総
務
部
会
計
課　

仙
台
市
青

葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

令
和
七
年
三
月
三
日

四�　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

日
本
電
気
株
式
会
社
東
北
支
社　

仙
台
市
青
葉
区
中

央
四
丁
目
六
番
一
号

五　

契
約
金
額　

一
億
二
千
四
百
六
十
八
万
六
百
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七�　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
該
当

教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
四
号

　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ

り
、
教
育
委
員
会
の
臨
時
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
会
議
の
傍
聴
を
希
望
す
る
者
は
、
次
に
定
め
る
手
続
に
従
っ
て
傍
聴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

教
育
長　
　

佐　
　

藤　
　

靖　
　

彦　
　
　

一　

日　

時　

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日　

午
後
一
時
三
十
分

二　

場　

所　

教
育
委
員
会
会
議
室

三　

事　

件

　
　

第
一
号
議
案　

県
立
学
校
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
　

第
二
号
議
案　

校
長
及
び
教
員
の
採
用
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
二
人

五　

傍
聴
手
続

　

１�　

傍
聴
希
望
の
受
付
は
、
会
議
開
会
三
十
分
前
か
ら
十
分
前
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
参
集
し
た
傍
聴
希
望

者
に
対
し
て
行
い
ま
す
。

　

２　

傍
聴
の
手
続
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、
希
望
者
全
員
に
よ
る
抽
選
と
し
ま
す
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
教
育
庁
総
務
課
総
務
班
（
電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
六
一
一
）

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

櫻　
　

井　
　

正　
　

人　
　
　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

　

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

お
お
は
し
武
彦
後
援
会

大
橋　

武
彦

大
橋　

武
彦

柴
田
郡
柴
田
町
四
日
市
場
新
宮
市
四
一

－

七

令
和
七
年

�

一
月
三
十
一
日

加
美
の
山
と
水
を
守
る

会

伊
藤　

幹
子

高
橋　

貴
子

加
美
郡
加
美
町
宮
崎
字
中
浦
一－

四－

三

令
和
七
年

�

二
月
四
日

き
ね
ぶ
ち
政
博
サ
ポ
ー

タ
ー
ズ

杵
渕　

政
博

進
藤　

昌
信

登
米
市
迫
町
北
方
字
大
洞
一
一
八－

二

五

令
和
七
年

�

二
月
二
十
五
日

そ
ね
ゆ
う
き
後
援
会

曽
根　

優
輝

曽
根　

優
輝

栗
原
市
一
迫
柳
目
字
曽
根
除
下
二
五－

一

令
和
七
年

�

二
月
二
十
八
日

長
谷
川
敬
後
援
会

長
谷
川　

敬

長
谷
川　

敬

栗
原
市
築
館
薬
師
四－

六－

三
〇

令
和
七
年

�

一
月
十
六
日

ひ
ら
た
達
彦
後
援
会

髙
橋　

幸
代

髙
橋　

幸
代

栗
原
市
一
迫
真
坂
字
南
町
一
〇－

一

令
和
七
年

�

二
月
十
九
日

皆
川
忠
徳
後
援
会

皆
川　
　

奏

皆
川　

忠
徳

仙
台
市
宮
城
野
区
田
子
一－

七－

一
九

令
和
七
年

�

二
月
五
日

宮
城
未
来
創
生
会

村
上
玲
央
奈

村
上
玲
央
奈

石
巻
市
南
中
里
三－

一
一－

三
〇

令
和
七
年

�

一
月
十
四
日

「
ゆ
ず
り
葉
の
会
」
熊

谷
康
信
登
米
市
後
援
会

髙
橋　
　

良

熊
谷　

康
博

登
米
市
中
田
町
上
沼
字
弥
勒
寺
大
下
一

一

令
和
七
年

�

二
月
二
十
七
日

〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団
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体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

櫻　
　

井　
　

正　
　

人　
　
　

㈠　

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

公
明
党
仙
北
総
支
部

三
浦　

善
浩

会
計
責
任
者

の

氏

名

二
上　

光
子

一
條　
　

寛

令
和
七
年

�

二
月
七
日

参
政
党
宮
城
第
４
支
部

佐
野　

瑠
津

代

表

者

の

氏

名

佐
野　

瑠
津

菅
原　

勇
一

令
和
七
年

�

二
月
三
日

自
由
民
主
党
高
清
水
支

部

渡
邊　
　

毅

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

栗
原
市
高
清
水
桜

丁
一
二－

一
四

栗
原
市
高
清
水
中

佐
野
四
〇

令
和
七
年

�

二
月
二
日

代

表

者

の

氏

名

渡
邊　
　

毅

武
田　

正
道

会
計
責
任
者

の

氏

名

武
田　

正
道

鎌
田　

英
利

宮
城
維
新
の
会

伊
東　

信
久

代

表

者

の

氏

名

伊
東　

信
久

早
坂　
　

敦

令
和
七
年

�

二
月
一
日

会
計
責
任
者

の

氏

名

小
野
寺　

健

早
坂　
　

敦

令
和
六
年

�

十
月
二
十
七
日

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

（
法
第
十
九
条
の

七
第
一
項
第
二
号

に
係
る
届
出
年
月

日
）�

石
川
光
次
郎
後
援
会

松
本　

信
一

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の

区

分

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
二
号
に

係
る
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

令
和
六
年

�

七
月
二
十
五
日

（
令
和
七
年
二
月

十
九
日
）

公
職
の
候
補

者
の
氏
名
及

び
公
職
の
種

類（
第
二
号
）

石
川
光
次
郎
、
参

議
院
議
員

伊
藤
ゆ
う
こ
後
援
会

高
田　

孝
二

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

加
美
郡
加
美
町
菜

切
谷
字
堤
下
一
六

－

二

加
美
郡
加
美
町
上

狼
塚
字
東
北
原
一

二－

一
一
六

令
和
七
年

�

二
月
二
十
日

遠
藤
か
ず
ゆ
き
後
援
会

遠
藤　

裕
美

代

表

者

の

氏

名

遠
藤　

裕
美

佐
藤　

正
吉

令
和
六
年

�

八
月
二
日

か
と
う
義
弘
後
援
会

髙
橋　
　

猛

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

栗
原
市
金
成
沢
辺

神
林
一
一
七

栗
原
市
金
成
沢
辺

町
沖
二
二
三

令
和
五
年

�

十
一
月
五
日

佐
藤
千
昭
後
援
会

菊
池　

政
市

会
計
責
任
者

米
山　
　

茂

千
葉　

文
男

令
和
六
年

の

氏

名

�

七
月
三
十
日

白
石
か
ら
政
治
と
平
和

を
考
え
る
会

平
塚　
　

諒

会
計
責
任
者

の

氏

名

嶋　

一
二
巳

小
関　
　

涼

令
和
六
年

�

十
一
月
八
日

菅
原
麻
紀
後
援
会

笠
間　

隆
三

会
計
責
任
者

の

氏

名

藤
原　

麻
由

小
林　

茂
樹

令
和
七
年

�

一
月
十
五
日

菅
原
ゆ
う
き
後
援
会

佐
藤
ひ
ろ
子

会
計
責
任
者

の

氏

名

佐
藤
ひ
ろ
子

浅
野
信
太
郎

令
和
七
年

�

二
月
七
日

政
治
結
社
赤
心
義
塾

鈴
木　

延
也

会
計
責
任
者

の

氏

名

今
野　

智
彦

秋
田　

三
雄

令
和
七
年

�

二
月
二
十
日

Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
Ａ
の
会

斎
藤　

悠
也

会
計
責
任
者

の

氏

名

小
野　

斉
聖

木
村　

拓
也

令
和
七
年

�

二
月
三
日

光
政
策
研
究
会

石
川
光
次
郎

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の

区

分

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
一
号
及

び
第
二
号
に
係
る

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

令
和
六
年

�

七
月
二
十
五
日

公
職
の
種
類

（
第
一
号
）

参
議
院
議
員

公
職
の
候
補

者
の
氏
名
及

び
公
職
の
種

類（
第
二
号
）

石
川
光
次
郎
、
参

議
院
議
員

細
川
運
一
後
援
会

細
川　

運
一

代

表

者

の

氏

名

細
川　

運
一

赤
坂　

和
男

令
和
七
年

�

一
月
十
五
日

宮
城
県
商
工
政
治
連
盟

岩
沼
支
部

大
友　

浩
幸

会
計
責
任
者

の

氏

名

太
田　

大
輔

武
田　

篤
子

令
和
六
年

�

六
月
二
十
日

宮
城
県
商
工
政
治
連
盟

大
河
原
支
部

櫻
井　

俊
寛

会
計
責
任
者

の

氏

名

髙
橋　

英
明

鈴
木　

孝
典

令
和
六
年

�

四
月
二
十
五
日

宮
城
県
商
工
政
治
連
盟

名
取
支
部

洞
口　

祐
一

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名
取
市
増
田
後
島

三
七
一－

二

名
取
市
増
田
五－

一
〇－

一
七

令
和
六
年

�

六
月
二
十
四
日

代

表

者

の

氏

名

洞
口　

祐
一

小
島　

哲
夫

会
計
責
任
者

の

氏

名

庄
子　

寿
和

洞
口　

祐
一

宮
城
県
商
工
政
治
連
盟

村
田
支
部

前
野　

一
郎

会
計
責
任
者

の

氏

名

山
家　

浩
幸

村
上　

照
夫

令
和
六
年

�

五
月
二
十
日

本
吉
唐
桑
商
工
政
治
連

盟

今
野　

和
好

会
計
責
任
者

の

氏

名

男
乕　

治
史

亀
谷　

拓
也

令
和
六
年

�

五
月
二
十
五
日

〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
五
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治

団
体
が
解
散
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。
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令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

櫻　
　

井　
　

正　
　

人　
　
　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　
　
　
　
　

政　

治　

団　

体　

の　

名　

称

代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　

解
散
年
月
日

新
し
い
蔵
王
町
を
つ
く
る
会

勅
使
瓦
正
樹

令
和
七
年
二
月
二
日

遠
藤
か
ず
ゆ
き
後
援
会

遠
藤　

裕
美

令
和
六
年
十
二
月
三
十
日

大
野
栄
光
後
援
会

佐
藤　
　

峻

令
和
六
年
十
二
月
三
十
一
日

尾
形
陽
一
郎
後
援
会

大
場　

一
志

令
和
六
年
十
二
月
三
十
一
日

鎌
田
あ
き
ら
後
援
会

鎌
田　
　

章

令
和
六
年
十
二
月
三
十
一
日

熊
谷
義
彦
県
政
研
究
会

熊
谷　

義
彦

令
和
六
年
十
二
月
三
十
一
日

熊
谷
義
彦
後
援
会

門
傳　
　

仁

令
和
六
年
十
二
月
三
十
一
日

て
し
が
わ
ら
正
樹
後
援
会

勅
使
瓦
正
樹

令
和
七
年
二
月
二
日

〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
六
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
政
治
団
体
か
ら
令
和
四
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ

の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

櫻　
　

井　
　

正　
　

人　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
七
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
政
治
団
体
か
ら
令
和
五
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ

の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

櫻　
　

井　
　

正　
　

人　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
政
治
団
体
か
ら
令
和
六
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ

の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

櫻　
　

井　
　

正　
　

人　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
資
金
管
理
団
体
）

熊
谷
義
彦
県
政
研
究
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
　
熊
谷
　
義
彦

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
　
宮
城
県
議
会
議
員

報
告
年
月
日
　
７
.�２
.�13（

６
.�12.�31解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

熊
谷
義
彦
後
援
会

報
告
年
月
日
　
７
.�２
.�13（

６
.�12.�31解

散
）

１
　
収
入
総
額

14,115

　
　
　
前
年
繰
越
額

14,115

２
　
支
出
総
額

0

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
資
金
管
理
団
体
）

熊
谷
義
彦
県
政
研
究
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
　
熊
谷
　
義
彦

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
　
宮
城
県
議
会
議
員

報
告
年
月
日
　
７
.�２
.�13（

６
.�12.�31解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

熊
谷
義
彦
後
援
会

報
告
年
月
日
　
７
.�２
.�13（

６
.�12.�31解

散
）

１
　
収
入
総
額

14,115

　
　
　
前
年
繰
越
額

14,115

２
　
支
出
総
額

0



（11）　令和７年３月21日　金曜日 第586号宮　　城　　県　　公　　報

〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
九
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
政
治
団
体
か
ら
令
和
七
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ

の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

櫻　
　

井　
　

正　
　

人　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
資
金
管
理
団
体
）

熊
谷
義
彦
県
政
研
究
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
　
熊
谷
　
義
彦

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
　
宮
城
県
議
会
議
員

報
告
年
月
日
　
７
.�２
.�13（

６
.�12.�31解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

新
し
い
蔵
王
町
を
つ
く
る
会

報
告
年
月
日
　
７
.�２
�21（

７
�２
.�２
解
散
）

１
　
収
入
総
額

17,532

　
　
　
前
年
繰
越
額

17,532

２
　
支
出
総
額

0

遠
藤
か
ず
ゆ
き
後
援
会

報
告
年
月
日
　
７
.�２
.�27（

６
.�12.�30解

散
）

１
　
収
入
総
額

5,000

　
　
　
前
年
繰
越
額

5,000

２
　
支
出
総
額

0

大
野
栄
光
後
援
会

報
告
年
月
日
　
７
.�２
.�25（

６
.�12.�31解

散
）

１
　
収
入
総
額

6,138

　
　
　
前
年
繰
越
額

6,138

２
　
支
出
総
額

6,138

３
　
支
出
の
内
訳

　
　
政
治
活
動
費

6,138

　
　
　
組
織
活
動
費

6,138

尾
形
陽
一
郎
後
援
会

報
告
年
月
日
　
７
.�２
.�13（

６
.�12.�31解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

鎌
田
あ
き
ら
後
援
会

報
告
年
月
日
　
７
.�２
.�20（

６
.�12.�31解

散
）

１
　
収
入
総
額

38,951

　
　
　
前
年
繰
越
額

38,951

２
　
支
出
総
額

38,951

３
　
支
出
の
内
訳

　
　
経
常
経
費

38,951

　
　
　
備
品
・
消
耗
品
費

38,951

熊
谷
義
彦
後
援
会

報
告
年
月
日
　
７
.�２
.�13（

６
.�12.�31解

散
）

１
　
収
入
総
額

14,115

　
　
　
前
年
繰
越
額

14,115

２
　
支
出
総
額

0

て
し
が
わ
ら
正
樹
後
援
会

報
告
年
月
日
　
７
.�２
.�21（

７
.�２
.�２
解
散
）

１
　
収
入
総
額

19,678

　
　
　
前
年
繰
越
額

19,678

２
　
支
出
総
額

0

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

新
し
い
蔵
王
町
を
つ
く
る
会

報
告
年
月
日
　
７
.�２
.�21（

７
.�２
.�２
解
散
）

１
　
収
入
総
額

17,532

　
　
　
前
年
繰
越
額

17,532



第586号　令和７年３月21日　金曜日 （12）宮　　城　　県　　公　　報

〇
宮
選
管
告
示
第
三
十
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

櫻　
　

井　
　

正　
　

人　
　
　

資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
の
氏

名

資
金
管
理
団
体
の

名　
　
　
　
　

称

異
動
事
項

新

旧

　

異
動
年
月
日

石
川
光
次
郎

光
政
策
研
究
会

公
職
の
種
類

参
議
院
議
員

宮
城
県
議
会
議
員

令
和
六
年

�

七
月
二
十
五
日

〇
宮
選
管
告
示
第
三
十
一
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
資
金
管
理
団
体
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

櫻　
　

井　
　

正　
　

人　
　
　

法
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
に
よ
る
届
出

資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体
の
名
称

取
消
年
月
日

熊
谷　

義
彦

熊
谷
義
彦
県
政
研
究
会

令
和
六
年
十
二
月
三
十
一
日

〇
宮
選
管
告
示
第
三
十
二
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治
団
体
か
ら
提
出

が
あ
っ
た
令
和
五
年
分
収
支
報
告
書
に
つ
い
て
、
訂
正
の
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
令
和
六
年
宮
選
管
告
示
第
百

二
十
二
号
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

櫻　
　

井　
　

正　
　

人　
　
　

　

角
田
市
医
師
連
盟
の
会
の
令
和
五
年
分
収
支
報
告
書
の
要
旨
の

１　

収
入
総
額
中

「１

　

収
入
総
額

　
　
　
　
　
　
　

�105,669

」
を
「１

　

収
入
総
額

　
　
　
　
　
　
　

�122,369

」
に
、

「　
　
　

本
年
収
入
額

　
　
　
　
　
　

83,000

」
を
「　
　
　

本
年
収
入
額

　
　
　
　
　
　

99,700

」
に
改
め
る
。

３　

本
年
収
入
の
内
訳
中

「　
　

政
治
団
体
分

　
　
　
　
　
　
　

83,000

」
の
次
の
行
に
、

「　

そ
の
他
の
収
入

　
　
　
　
　
　
　

16,700

　
　
　

一
件
十
万
円
未
満
の
も
の

　
　

16,700

」
を
加
え
る
。

〇
宮
選
管
告
示
第
三
十
三
号

　

平
成
七
年
宮
選
管
告
示
第
八
号
（
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
告
示
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

櫻　
　

井　
　

正　
　

人　
　
　

　

と
よ
ま
つ
づ
ら
淵
地
区
多
目
的
セ
ン
タ
ー
、
川
崎
町
山
村
開
発
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
る
。

監
査
委
員

〇
宮
城
県
監
査
委
員
規
則
第
一
号

　

宮
城
県
監
査
委
員
規
則
第
一
号
（
宮
城
県
監
査
委
員
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
代
表
監
査
委
員　
　

成　
　

田　
　

由
加
里　
　
　

　

宮
城
県
監
査
委
員
規
則
第
一
号－

二

　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
規
則
第
一
号
（
宮
城
県
監
査
委
員
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
監
査
委
員
事
務
局
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
に
基
づ
き
、
宮
城
県
監
査
委
員

規
則
第
一
号
（
宮
城
県
監
査
委
員
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
第
一
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
イ
か
ら
ニ
ま
で
を
ロ
か
ら
ホ
ま
で
と
し
、
同
号
に
イ
と
し
て
次
の
よ
う

に
加
え
、
同
号
を
同
条
第
一
号
と
し
、
同
条
中
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

２
　
支
出
総
額

0

て
し
が
わ
ら
正
樹
後
援
会

報
告
年
月
日
　
７
.�２
.�21（

７
.�２
.�２
解
散
）

１
　
収
入
総
額

19,678

　
　
　
前
年
繰
越
額

19,678

２
　
支
出
総
額

0



（13）　令和７年３月21日　金曜日 第586号宮　　城　　県　　公　　報
　
　

イ　

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
扶
養
親
族
が
あ
る
場
合
等
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
安
委
員
会

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
８
号

　
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
令
和
７
年
３
月
21日

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
佐
藤
　
勘
三
郎
　
　

　
　
　
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
施
行
規
則

　
（
趣
旨
）

第
�１
条
　
こ
の
規
則
は
、
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
12年
宮
城
県
条
例
第
21号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）

の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　
（
納
付
の
特
例
）

第
２
条
　
条
例
第
２
条
第
４
項
の
宮
城
県
公
安
委
員
会
が
別
に
定
め
る
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
⑴
　
現
金
に
よ
り
納
付
す
る
方
法

　
⑵
�　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年
法
律
第
67号
）
第
231条

の
２
の
２
の
規
定
に
よ
り
指
定
納
付
受
託
者
（
同
法
第
231

条
の
２
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
納
付
受
託
者
を
い
う
。）
に
納
付
を
委
託
す
る
方
法

２
�　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
条
例
第
２
条
第
１
項
の
表
39の
項
、
56の
項
（
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
37年
法
律
第
145号

。
以
下
「
車
庫
法
」
と
い
う
。）
第
４
条
第
１
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ

く
通
知
を
行
う
べ
き
こ
と
の
申
請
に
よ
り
得
た
納
付
情
報
に
よ
り
手
数
料
を
納
め
る
場
合
に
限
る
。）
及
び
57の

項

（
車
庫
法
第
４
条
第
１
項
た
だ
し
書
の
申
請
に
併
せ
て
行
っ
た
車
庫
法
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
交
付
の
申

請
に
よ
り
得
た
納
付
情
報
に
よ
り
手
数
料
を
納
め
る
場
合
に
限
る
。）
に
掲
げ
る
手
数
料
は
、
現
金
に
よ
り
納
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
２3号

　
令
和
６
年
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
42号
（
少
年
指
導
委
員
の
委
嘱
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
令
和
７
年
３
月
21日

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
佐
藤
　
勘
三
郎
　
　

　
表
中

「�
」

を「�
」

に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
告
示
は
、
警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
及
び
警
察
署
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
（
令
和
６
年
宮
城
県
条
例
第
59号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

荘
　
司
　
大
　
功
栗
原
市
若
柳
字
川
北
原
畑
４
番
地
４

　
宮
城
県
若
柳
警
察
署
生
活
安
全
課

　
　
0228－

32－
3111

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
若
柳
警
察
署
の

管
轄
区
域

後
　
藤
　
隆
　
弘

柴
　
田
　
靖
　
之
栗
原
市
築
館
字
留
場
中
田
201番

地
２

　
宮
城
県
築
館
警
察
署
生
活
安
全
課

　
　
0228－

22－
1101

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
築
館
警
察
署
の

管
轄
区
域

小
野
寺
　
文
　
子

荘
　
司
　
大
　
功
栗
原
市
志
波
姫
南
堀
口
58番
地

　
宮
城
県
栗
原
警
察
署
生
活
安
全
課

　
　
0228－

22－
1101

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
栗
原
警
察
署
の

管
轄
区
域

後
　
藤
　
隆
　
弘

柴
　
田
　
靖
　
之

小
野
寺
　
文
　
子


